
 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25番 21 号 

平成 29年 10月 27日 

キハ６６・６７形気動車「みのり号」

で 行 く 日 帰 り 日 田 彦 山 線 の 旅 
 

ＪＲ九州筑豊篠栗鉄道事業部と北九州市から日田市までの７市町村で運営する日田彦山線

活性化推進沿線自治体連絡会が、筑豊地区で活躍した、キハ 66・67形気動車（国鉄色）を使

用した日帰りツアーを企画しました。 

郷愁さそうノスタルジックな客車の車窓からの日田彦山線の自然豊かな眺めは、格別です。

沿線の停車駅では、各市町村の観光 PRや地元の方々によるおもてなしとイベントが行われ、

お土産もついてくる１日限りの特別なツアーです！ 

沿線市町村のおもてなしで特別な日田彦山線の秋旅をお楽しみください！！ 

 

１ ツアー名： 国鉄色「キハ 66・67形」の車両で行く 収穫列車「みのり号」 

 

２ 出 発 日： 平成 29年 11月 25日 （土曜日） 

 

３ 募集人員： 80名（最少催行人員：72名） 

  

４ 旅行代金： 小倉駅・城野駅発 大人 5,200円、 

小人 4,200円 

 

５ 内 容： 小倉駅～添田駅間を「キハ 66・67形」で往復します。 

        添田駅～道の駅「歓遊舎ひこさん」まではバス利用です。 

        途中、石田駅で抽選会、採銅所駅・田川伊田駅・池尻駅、道の駅歓遊舎ひこ

さんでは日田彦山線沿線市町村の観光ＰＲや特産品販売などが開催される

盛り沢山のツアーです！  

 

        ※詳細は別紙チラシをご参照ください。 

 

６ お申込み・お問い合わせ 

    ＪＲ九州旅行法人営業支店に電話にてお申込みください。 

     ＴＥＬ：092-474-8129 （営業時間 9：30～17：00 土日祝日はお休みです） 

 

    お申込み期間：平成 29年 10月 27日（金）～平成 29年 11月 10日（金） 

            ※定員になり次第締め切らせて頂きます。 

 

 

 



※車内はトイレを含め、すべて禁煙です。おタバコはご遠慮ください。　　※お申込み人数により、相席になる場合があります。

福岡銀行　博多駅前支店　普通　２０５１７４０
ＪＲ九州旅行法人営業支店
※振り込み手数料はお客様ご負担でお願いします。
※お名前の前に整理番号（３２）をあわせて打電してください。
※クレジットカードでのお支払いも可能です。ご希望の際はお問い合わせ下さい。

※ご入金確認後、最終日程表を11月13日頃より送付させていただきます。宜しくお願い致します。

【旅行代金振込先】

  今年も「みのり号」の 

ヘッドマークを装着した  
「あの列車」が・・・ 

日田彦山線を走る!! 

お申込みのご案内（詳しい旅行条件を説明した書面をご用意していますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。） 

１．旅行のお申し込み方法及び契約の成立について 

２．旅行代金のお支払い 
(1)お申込金（お一人様） 

３．旅行代金に含まれるもの 

※但し、往復鉄道を利用する当社主催の商品については、15日目にあたる日以前の解除については、取消料は無料とします。 

（旅行企画・実施） 

九州旅客鉄道㈱ＪＲ九州旅行法人営業支店 
観光庁長官登録旅行業第965号  
（社）日本旅行業協会正会員 
〒812-0013 福岡市博多区博多駅前東1-12-23 
 ℡ 092-474-8129   
総合旅行業取扱管理者：亀井 由紀夫 
 
【協力】 
・ＪＲ九州筑豊篠栗鉄道事業部 
・日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会 （北九州
市・香春町・田川市・川崎町・添田町・東峰村・日田市） 

<募集型企画旅行契約> 

この旅行は、九州旅客鉄道㈱（福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号観光庁登録旅行業第965

号。以下「当社」といいます。）が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社

と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。又、旅行契約の

内容条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件出発前にお渡しする確定書

面及び当社旅行契約約款（募集型企画旅行契約の部）によります。  

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申込みいただき
ます。 
(2)お申込金は「旅行代金」「取消料」又は「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。 
(3)当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込みを受け
付けます。この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して
3日以内にお申込書の提出とお申込金の支払を行っていただきます。この期間内にお申込金の支
払がなされないときは、当社は予約はなかったものとして取り扱います。この場合もお申込金をい
ただいた時に旅行契約が成立したものと致します。 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス、または普通座席）
宿泊費、食事代、取り扱い料金および消費税等の諸税、その他○○代金と表示するもの。上記
費用はお客様のご都合により、利用されなくても払戻しは致しません。 

（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

４．取消料 
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対してお一

人様につき下記の料率で取消料を申し受けます。 

５．通信契約による旅行条件 

当社は、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」という）のカード会員（以下「会員」とい
う）より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等ののお支払いを受けること（以下「通信契約」という）
を条件に電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合、通常の旅
行条件とは以下の点で異なります（受託旅行業者により当該取り扱いができない場合があります。また
取り扱いできるカードの種類も受託旅行会社により異なります）。  
a．通信契約のお申し込みに際し、会員はお申し込みをしようとする「主催旅行の名称」、「旅行開始日」
「会員番号」、その他の事項を当社にお申し出いただきます。  
ｂ．通信契約による主催旅行契約は、当社が契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとし
ます。 
ｃ．通信契約での「カード利用日」は、会員又は当社が主催旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は
払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は減額または解除を行った旨を
お客様に通知した日とします。 
ｄ．通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様
が旅行代金等に係る債務に一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、
当社は通信契約を解除し、左表の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する
期日までに現金による旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。  

６．旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は平成２9年１０月１日を基準としています。又、旅行代金は平成２９年1０月１日現在の有

効な運賃・規則を基準として算出しています。 

バスにて
移動 

滞在約1時間 

抽選会実施駅 

バスにて
移動 

・採銅所駅(香春町)   ：秋野菜・干し柿・スイーツ等の販売。 

・田川伊田駅(田川市)  ：田川名物、柏木商店のから揚げ・田川謹製商品等の販売。                    

・池尻駅(川崎町)        ：川崎町特産品等の販売。 

・道の駅 歓遊舎ひこさん：添田町産の新鮮野菜を使用したジビエ鍋の販売。東峰村・日田市の地元特産品等の販売。 

  (添田町・東峰村・日田市) 
・石田駅(小倉南区)   ：お楽しみ抽選会を開催致します。                              
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